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汝暴投 隊長氏名  平成  羊  月   ∃（  
引羅巳時   

出場番号  

故意致命士氏名  
＝交通 こ一錠 □転院 □加害 □芳災 口火災 □水草  事故種別 口裏病  傷病者番号  

ロ自然 口重勒 口自損 □他（   ）  

＿．＿＿＿＿＿1  

生別鋸女職業（ ノ 

（歳） 

初診時傷病名  

収容医療  

携関名称  記入時刻  

！ t  医師署名  

医  

血・－ ⊥ A     ■・‾⊥‾，  所  ロ要連絡：下記項目でこ官見ののる壕口は○印をつけてくに亡い。  
初診暗転度  

見   1．除細勒 2．気道確保 3．静脈路確保 4．その他  ロ死 亡：初診時死亡が確認されたもの   

墟‾ Tつ「  恵見掴  口重症：三週間以上の入院加療を要するもの  

口中等症：傷病の程度が豊症又は軽症以外のもの  

口軽症：軽症で入院を草しない  

致急要請の概要  

現場到着・琵蝕時  

の状況  

ロ有り舶‥   現病名‥□無し□有り病名：  

傷病者情報豪  
口有りロ理由  

主訴等三 

状態＝□立位 口仰臥位 D側臥位‥右・左 口座位 □半座位 口他（  ）  

表情：ロ正常 口苦悶 口興奮 口無表情 口泣く □他（  ）  

顔貌：□正常 口蒼白 口紅潮 Dチアノーゼ ロ責痘 □発汗 口冷汗 口他（  ）  

出血：ロ無し ロ有り‥口外出血 部位：  ロ吐血 口喀血 □下血 □性器出血 □皮下出血 口鼻出血   

口その他（  ）出血盈：（少 中 多）□創傷・穣類 部位：  

痙匿：□無し ロ有り 性状：  ／嘔吐‥□無し□有り 嘔気＝口無しロ有り  

救  

急  ／麻痺 口無し□有り：部位   

隊  Ⅲ度  ％部位  

現  
死亡徴侯：□四肢硬直 □死斑：部位  口他  

着  
初期ECG  心停止の目撃  ／、一イスタンク■－CPRの状況  

□VF ロVT □pEÅ  口 無し D 有り  ロ 無し 口 有り  
時  

ロ心静止 □SinⅥS  目撃者：口家族 口数急隊 口消防隊   実施者：ロ家族 口他（   ）   

の   ロその他（  ）  口他（  ）  資 格：（  ）   

所  心停止の推定原因   目撃時刻  CPR⊂】頭指導：□無 口有り  

見  □推定 □確定 □不明  ロ救急隊 口指令員  

□心原種  性状：□突然□徐々に□不明  □他（ ）  

推定原因：口頭痛□胸痛口腹痛  
処置内容：□気道確保口人工呼吸  

□悪心□発熱ロヘー一対勺トロニトロ  □心マロ他（  ）  

□他（ ）□既往歴  

他の市民処置二□移勒 □保温 口創傷処置 口止血処置 □その他（   ）美施者二口家族 □他（  ）   

病   病院選定・経過等   

院  選定者ニ口数急隊 D本 部 □本 人 □家 族 口医 師 口他（  ）  

選  
定  病院選定経過：   

セナ 臼  
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「「フ≡ユ工〒≒   

≡ら  
要請病匿名  

壱  

護！要語霊葡名  

「
．
1
1
 
 

＝医師 口車善樗 口車部  封病院長置二  
他
 
 

そ
 
 

■
．
・
 
 同乗管璽・亡二屈折同毒 口看護節同乗  

医師連携によヱ   蓼静脈路確i呆  医師堤拐†」右‘J   と山女腹  

－ ち□用事（  

l                                     ー把 一⊂  
実施場所（ ）妄騒音氏名  

実施時刻  

血管確保、部位   痘警  l  ・一一一…－－‥－…一＝－－一一‥－、‾・‾   

G  

） 2回目（J サイスーnmカブ容量血  
中止・未実施理由＝  

J ’ 一一－…一－‥…－－‥‾‾  

故  裏 
＿＝■‥－－－－‥－‥■－－■－－ー＝‥－－一＝‥－－－－－‾‥  

A回目（J ▼【】－－t一－－－－一一一－－－－ノ●▲  

ノ宝施時刻  
■－－－－－‥■－－一一一一一一－－一‥－＝－－－－■‾‾‾‖‾  

命  
－－‥－－一一－－－■←＝－＝一一一－‥一‥‖‾  

も  
」  

＿－r－‥一－－  

6回目（J ）02て‡／皿回／n  ｛一一－一一一一一一一一－－－－■－－－－一一一－－‾‾‾‾‾  

処  口中止口技芸理由二  一－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一一－－－▲‾  

中止t未実施理由：  一一－－一－－－－－－－－－－一一－－一一－－－－‾‾‾‾－▼  

三≡ま し∃」．  ‘‾●－‾‾‾‾り一‾－‾‾…‾‾‖－－▲‥  

吏こ元古壷  実施者‥口救命士□医師  

実施者：ロ牧命士口医師  氏名  
氏名  氏名  

ロ受けられず □未要請 理由：               プL  

指示要請  要請時刻・内容  

その他医  ′±ゴ土乙  

師からの  

指導内容  指示中指聾内容等  

一一一・・－－一一一一一■－－－■一一－－▼一一－－一一‾‾  

時間経過  
実施時刻  

ー・→■一一■－－▼，一－－一一・－■  

知  
意識   ▼一－－－－－一一一一－－▲一－－一－ 

場  
呼吸  ．＿＿＿＿＿＿＿■▲■■一一一一－一一－t一■一－ 】■－岬‾■‾  日  
脈拍  触  
ECG  
血圧  

菟  
病山  

岬－W－一一一一→■■■■＝■■1鵬〝  瞳孔  容  

S O2  連携活動等  
体温  ロ消防隊連携  

口DrCAR連携  
。処置  □Drヘリ連携  

判断  ロヘリ連携  
国 臼  □救助水難活動  

検証医所属：  氏名  検 年月 日  

観察  判断  処置  選定  

□標準  口標準  □標準  口標準  

□署等で確認  □署等で確認   口署等で確認  口署等で確認  

□事例研究等を考慮  究せ＋考慮  □互例研究等を考慮  、口車例研究等を考慮  

ロ推奨症例  ロ推奨症例  □推奨症例  □推奨症例  

口稀t参考症例  口稀・参考症例   □稀・参考症例  □稀・参考症例  

□要改善  改山  □更改昔  ロ要改善  

検証医所見  

救急技術  

尊者所見  氏名  記入年月日 年 月 日  

枚急救命士 ーノー三刃   

20   



’ 

継目暗  室   （ 
l   

2 。出場した救急隊の所属する本部名、及び救急隊名を記鼓する。   

救急隊   ；隊長氏名を記載する．。   

隊長氏名   。救急車に乗車している救急救命士氏名を記載する。隊長が救急   

救急救命士氏名   救命士の場合はここにも記載する。  

（4故日まで複写）   

3）   ・年間通し番号   

出場番号   （4枚目まで複写）   

弟   d一隊で2名以上を搬送した場合は、2－1・、2－2と記載する。   

傷病者番号   （4牧目まで複写）   

5）  急病  疾病によるもので、救急業務与して行ったもの0  

事故種別  

（4枚目まで複  
一般負  

写）  
傷  

交通事   全ての交通機関相互の衝突、接触、単独、歩行者と交通  

機関の事故  

転院搬  

送  

加害  故意に他人によって傷害等を加えられた事故   

各穐工場、事業所、作業場、工事現場等において就業中  
に発生した事故  

火災  火災現場において直接火災に起因して生じた事故  

水難  水泳中（連動競技によるものを除く）の溺者又は、永中  

転落等による事故  

自然災  暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪  

崩、地すべり、その他異常な自然現象に起因する災害に  

よる事故をいう。  

運動費  運動競技の実施中に発生した事故で直接運動競技を実施  

技   している者、審判員及び関係者の事故（観覧中の者が直  

按運動競技用具等によって負傷しをものは含み、競技場  

内の騒乱によるものは含まない。）  

自損  故意に自分自身に傷害等を加えた事故  

医師搬  

送   

資器材  

搬送   

その他 救急車不搬送件数のうち、救急事故に分類不能のものを  

含む。   

21  
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＿LJ   ■  ，．一・ 1、  

敵 う ＝）ん二  
i5ノ  

活動記録票てに要請宣言∵㌧ 貴腐し∴二募所を記壷  

あ㌢．渾ノブ＼．清熟こかかわる部分である  にほ必要のない席専で  7 ＝ミ   」L－  

一票「ナナ  シリ    」＿  

複写されない方法をとる。  とから、  

（1夜目と3改宗が複写  

の家る場所を記載する。＝列二居室、  事故の発生場所、看病人  

所、浴室、捧書館、事務室、交差点、歩道、中鼠河川敷等）  

まで複写）  「、▲Lし′ヽ－「‾「 し′■－、■lン、、′／  

u   

8）   り吉敷記録票では傷病者の住所i氏名を記鼓する部分（免許証、 

傷病 者   健康保険証、本人から若しくは関係者から聴取できた場合）   

幸   吉 事 ナ ′ゝ層の≠い虫‘であ㌢∴複写されない方法をとる   

氏  名   （見放目と急坂目が複写）  

l  

J   

9）   サ活動記録票では、傷病者の連絡電話番号、性別、生年月日、年   

性  別   齢、職業を記執する。（1故目と3紋日が複写）   

年  齢   ・検証票では、性別     が記載されていれば検証は可能   

職  業   である。その他の情報は  情熱こかかわる部分であることか  

ら、 写されない方 をとる   

10）   ・傷病者を搬送した医療機関の名称、所在について記載する。   

収容医療機関名  

称  

所在地   
11）   ♭初診時の診断名及び記入した時刻を医師により記載してもらう。   

初診時傷病名   （4牧目まで複写）   

12）   。初診時診断名を記載した医師により署名してもらう。   

医師署名   （4枚目まで複写）   

13）   。初診時診断名を記載した医師により記戟してもらう。（4枚目ま   

初診時程度   で複写）   

14）  ・活勤記録棄 3後目）のみ、他の 式と なるp で、傷病者が  

初診医の所見等         搬送を辞退し不救護扱いとなった場合、本人若しくは家族等よ   

及び拒否者署  り辞退した理由を記載していただき署名をいただく。   
名・理由   ・動記庵粟（3枚目）のみ、他の様式と異なるp で、救急現場  

において医師により死亡が確認され、不敏護扱いとなった場A  

に、死亡確認をおこなった医師により署名してもらう。   

15）   ・外因性の場合は、事故の形態、概要及び傷病者数について記蔵   

救急要請の概要   する。  

ー内因性の場合は、現柄歴、救急要請に至った主な理由及び病気  

の経過について記載する。  

・転院搬送の場合は、救急搬送となった理由、要請医療稔関での  

傷病名を、資器材搬送の場合は、医療資器材の搬送先、品名、  

個数について記戟する。   

22  



傷病者接鮭時の静態を真停的に記垂する。  

災害、 その他に傷病者、政党屈｛の二次的．救急■）教助に係わる  
活動障害、層盛，喜藤者の状況、市民による応急手当が行なわ  

161  
現場割喜時接触  

韓の状況  

も記毒する。  れていた場合その状況について  
l  l  

17）   1究往歴、現病歴、入院歴、通院先病院名、．事故の起因に係わら！   
傷病者情報   ず、傷病者に関する事項について記載する。  

（本人若しくは、家族からの聴取事項などについて）   

18）   亡本人からの訴えについて・、記戟する。   

主訴等   ・意識障害があり聴取できない場合は．不明で理由を記載する。  

・家族からの確実な情報があれば、内容と情報源（情報提供者名、・  

続柄等）を記載する。   

19）   †傷病者に接触し外観観察した結果についてチェックする。   

救急隊現昔時の  出血量については、生命に危険を及ぼす量の場合（多）、溶出的   
所見   で少量の場合（少）、それ以外の場合（中）と記鼓する。   

20）   ・クツタイン様式に準ずる項目に関して、傷病者に接触した直後   

初期ECG所見   の富CGモニター所見について記載する。   

21）   ・クツタイン様式に準ずる項目に関して、非心原性と心原性の有   

心停止の推定原  無について記戟する。状況から心原性と推定した要件について、   
因   現病歴、既往歴について知り得た情報を記鼓する。   

22）   ・現着時に家族等から聴取した発症直後の目撃情報により時刻、   

心停止の目撃   性状等を記載する。倒れるところを目撃し、その時刻が正確で  

あれば「確定jにチェックをいれる。r推定」は倒れる以前の行  

勒を目撃しており、倒れたところは目撃していない場合にチェ  
ックをいれる。「不明」はいつ倒れたか予測がつかない場合にチ  

ェックをいれる。（例：会社から帰宅したところ、台所で倒れて  

いた。）   

23）   ・市民処置のうち、心肺蘇生法に関する記軋家族、同僚、友人、 
バイスタンダー  通行人等実施していた人、内容について記載する。もし、資格   

CPRの状況   等の保有者であればその内容について、資格欄に記載する。（医  

療従事者、上級救命講習受講者、日赤指導員）  

・119番通報時口頭指導による、テレフォンCPR等の情報が  
あれば、誰により行われたかを記載する。  

・その他に行われた市民処置の状況、実施者についてチェックす  

る。   
2左）   ・自己隊で選定、本部に依頼など、選定者の種別を記載する。連   
病院選定経過   絡開始時刻と決定時刻を記載する。   

25）   ・一時、病院収容したが、傷病者の状態、病院の状況から他の病   
転送経過   院へ直ちに搬送する必要が生じた場合に記載する。  

・要請医師、要請病院、要請理由、医師同乗管理、看護師同乗に  
ついて記載する。  
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こ募告に記鼓す三。感 応濃彩差竃類と確認時平j  r「ニー ）一り′  

㌍ミ 去頚＋動   「／′、一  

提細華〕を某誌し   

積戴してし、三詣娼勧業〔「層別を記章する′・。  
陰線勧施行宅営までの実施状況についてジュサル数を記表し、  

葦施できか一て・た場合は状況を異離須こ記董するっ  
救命処置の三頁引二謁しては、ドクターー、、・ リ、ドクターカー、等と  

場合を考 連携した渡して．実施者の執こ「医軌の項目を設けたっ  
ず氏名を記載する 

実施したものほ医師、救急救命士を問わゥ  

「用手」による気道確保を  気道確保を実施した場合に記寮するノ。   

実施した場合チェックをして、 その方法について記載するG  

ー気道確保に用いた器具の種別について記載する0  ；  

。換気方法及び酸素流量、回数について記載するゥ  

♭何らかの状況により気道確保器具を変更、又は回復により中止  
した場合はその状況を記載する。  

全 寮格に応じた処置について実施した者は氏名を記載する0   

ひ静脈輯確保を実施した場合に記載する。   

亡実施場所、時刻、実施者、穿刺した血管鮒立、使用した留置針  
の太さについて記載し、実施できない場合、中止した場合は理  
由を記載する。  

。実施したものは医師、救急救命士を問わず氏名を記戟する0   

。医師と連携し、医師の行った除細臥気道確保、静脈路確保、   
28）     静脈路確保 l と  

29）     医師との連携医   以外の医療処置について記鼓する○（例、緊急薬剤の使軋輸液＼  療処置記入欄   外科的処置筈）  
［医師が直接記入することが望ましい。   

30）  。指示要請の際、医師から指示された特定行為の内容、その他に   
指示要請その他   搬送中の傷病者管理に必要な指導事項について記載する。   
医師からの指導   。指示要請を行った救急致命士の氏名、要請内容を記載するD   
内容  ¢指示を行った指導医の所属病院、氏名について記載する。  

31）  縦線を入れて 由に区分けし、傷病者のバイタルサイン  
、  

観察処置の経過  の変化について、実施した処置とその判断、時間について記戟  
する。  

時間経過の説明  

覚知：消防穫関が救急事故を確認した時刻  

（※ウツタイン様式を導入している地区では、入電時間を別途記録することも  
考えられる。）  

出場：119普通報の内容が消防署所等に指令され、待機している  
所から動きだした時刻  

現着：出場指令番地の建物、及びその周辺に到着した時刻  
接触‥観察開始時刻を意味する。傷痛者に接触した時刻  
現発：傷病者を救急車に収容し、救急現場から出発した時刻  
病者：病院に到着した時刻  

収容‥傷病者を医師に引き継いだ時刻   
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を記鼓ナる 所属病院．、検証草月日。  湊証を実施しノた亘節の氏名   ∴  

換証医師記入欄  観察、判断、塑届、医療竣肖選定のヰ項目におい・て検証を睾鴇  

⊥」∴7 ∃ つ〇  

各工夏∃の説弓弓  

「標準」   

・適切であった   

＞活動基準どおり   

■特記事項なし  

・活動量準どおりか要確認  

l  「署等で確認j  

目標に本部または署で症例を確認する。  

「事例研究等を考慮」  

・推奨事例、穂・参考症例など、今後の救急活動に活用でき  
る症例で、各隊に周知する必要のあるもの。  

「要改善J  

33）   

検証医所見   る。   

34）   ・消防機関における救急業務の監督者及び指導者的立場にあるも   

救急技術指導者  ので、医療機関と救急隊の連絡をとりまとめ、救急業務管理的   
所見   立場からの検証及び医学的観点からの検証結果に基づく改善・  

指導を行なう。  

亡検証医に対して、救急隊から検証を依頼する場合や、検証医や  
初診医に対して救急隊の活動を基準等に照らし説明する場合な  

ど、その内容について記載する。   

35）  ・検証を受けた内容について、確認し署名する。   

救命士確認欄  

36）  ・救急隊員氏名を任務別に記載する。   
救急隊員氏名  

その他   特定行為実施時、及び必要に応じて心電図波形、SpO2モニター結  
果を添付する。  
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各様式の嘩用方法  

※14枚綴りの複写式になっているが、部分的に複写されない箇所もある。  
※2 救急活動記録票と検証要は全て同一の項目ではないことに、ご留意廉い  

たい。  

※3 初診医の所見、意向が検証対象症例の選別や検証作業の過程に反映されるような様式と  
その運用が望ましい。  

1枚目 搬送確認書（医療機関控え）  

。主として医療機関が救急隊によって搬送された傷病者を受け入れたことを記録し、搬送直後   

の傷病者情報を医師に引き継ぐための書式である。  
・4枚綴りの状態で、必要事項を記入後、初診医師に提出し、傷病名機いなども含む）、傷   

病程度を記入してもらう。  

・初診医から救急活動に対する意見等を事後検証に反映させる。  

2枚目 搬送確認書（救急隊控え）  
。救急隊が医療機関に傷病者を搬送したことを記録する様式である0  
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「 丁字士▲しゎば  
集積著しr＝三療鴇琶ノ∴r用言看暗、蓬終裏罫二＝ノ判断穣誌対象症例とごノユニヰ漸、L う二  

夜目（医環礁関控えトニ7二・みを医療機眉巨宣引 去すて二、   

その場で診断宅が記蟄てきず∴鼻緒要否の判断が下されない場合、 1致jr室療轄肖控え）   

2汝目の〔救急隊控え〕を直積機関 に提出し救急隊は帰署、、萎日2汝巨しりぐ貴書隊控えノ を回   

収に出向き、その際に初診医からの意見等が記入されていた場合、検証の雲否を確認できる。   

検証の必要があると判断した場合検証票に添付し、事後検証で活用する。  

3後日 敦急活動記録票  

8 帰署後、必要事項を記入し、救急活動記録票として署所で保管する。  

4後目 検証票  

b 原則として心肺機能停止症例を検証対象としている場合は、心肺機能停止症例全例の検証票   
が検証医に提出されることとなる。  

ひ それ以外の症例を検証する場合、いずれかの段階で（医療機関への収容直後、搬送確認書（救   

急隊控え）、検証票の回収時、など）「要連絡」欄がチェックされ、初診医からの意見が書かれ   

ていた場合は消防換関における救急技術指導者は、初診医、検討医と連絡を取り、医師の意見   

を踏まえつつ、検証対象として扱う。  

。検証医は右頁太枠中の項目（観察、判断、処置、医療機関選定、その他所見）についてそれ   

ぞれ記載する。  
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医政指発第0323049号  
平成16年3 月 2 3 日  

各都道府県衛生主管部（局）長 殿  

厚生労働省医政局指導課長  

救急救命士の気管内チュ蜘ブによる気道確保の実施のための  

講習及び実習要領について   

救急救命士の気管内チューブによる気道確保の実施については、平成16年  

3月23日厚生労働省告示第121号による「救急救命士法施行規則第21条  

第3号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する器具」（平成4年厚生省告示第1  

8号）の改正により、平成16年7月1日より実施が可能となったところであ  

る。   

これに伴い、標記については、「救急救命士の気管内チューブによる気道確保  

の実施について」（平成16年3月23日厚生労働省医政局長通知）において別  

途通知することとしていたところ、今般、別紙のとおり「気管挿管による気道  

確保の実施のための講習及び実習要領」をとりまとめたので、参考とされたい。  
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気管内チエ・p ヲによる気道確保の実施のための講習及び実習要領に一つし＼て  

1 講習について   

原則として、次の条件を満たすものであり、講習実施施設の長は、その内  

容について、都道府県メディカルコントロト臍ル協言義会（以下「都道府県MC  

協議会Jという。）又は地域メディカルコントロール協議会（以下r地域MC  

協議会」とし＼う。）と十分協議すること。   

なお、本講習修了後に2の実習が円滑に実施できるよう．－各都道府県関係  

部局は連携して講習の受講者数等も含めて、講習の実施について、都道府県  

MC協言義金又は地域MC協議会と十分協議すること。  

（1） 対象者について  

救急救命士の資格を有する者（赦急救命士学校養成所指定規則の喝  

部を改正する省令（平成16年文部科学省一厚生労軌省令第1号。以  
下「改正省令」という。）の施行日（平成16年4月1日）後に実施さ  

れる救急救命士の試験の合格者（以下「新試験合格者」という。）を除  

く。）  

（2） 講習内容及び講習時間につし＼て  

別表に定める内容を含む62時限（1時限は50分）以上のもので  

あること  

（3） 教員について  

別表に掲げる各教育内容を教授するに適当な数の教員を有し、医師、  
放急救命士又はこれと同等以上の学識経験を有する者が望ましいこと。  

（4） 定員について  

1講義の定員は、10人以上50人以下が望ましいこと。  

（5） 講習を実施する施設について  

△ 同時に行う講義数を下らない数の普通教室を有し、適当な広さの実  

習室を有すること。  

（6） 備品について  

講習を実施する上で必要な櫓械器具、図書等を有していること。  

（7） 講習修了証明書の発行について  

適正な筆記試験及び実技試験を行い、その試験に合格した者につい  

て、講習実施施設の長が、講習修了証明書を発行すること。  
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2 実習について  

厚則として、次の条件を満たすものとし、実習受入施設の長は、その内容   

について、都道府県MC協議会又は地域MC協議会と十分協議すること。   

なお、実習の取扱については、『「病院（手術室）実習ガイドライン」の取   

りまとめについて』（平成16年1月16日付事務連絡）で予め準備のため周   

知していたので、併せて参考にされたい。  

（1） 対象者について  

致急救命士の資格を有し前記1の講習を修了した者又は新試験合格者  

であって、都道府県MC協議会又は地域MC協議会が対象として認めた  

者。  

（2） 実習内容について  

次の①～③の点等に留意しながら、実習生1人につき気管挿皆の成功   

症例（成功症例とは、患者に有害結果を与えることなく、2回以内の試  

行で気管挿管を完了したものを言う。）を、30例以上実施させること。  
① 実習前日までに、実習指導医の責任の下に、患者に実習内容につい  

て十分な説明を行った上で、文書による同意を得ること。  

② 気管捧管の試行は2回までとすること。  

③ 救急救命士が行う実習は麻酔導入時マスクによる自発呼吸下酸素吸  

入、導人後のマスクによる人工呼吸から喉頭展開、気管挿管、管の固  

定、人工呼吸再開までを原則とすること。  
（3） 施設基準について  

当該実習受け入れに関する理解や実習指導医の配置状況等をふまえ、  
都道府県MC協議会又は地域MC協言義会が選定した施設であること。  

（4） 実習の記録等について  

実習生は実習内容について自ら所定の様式に記録し、その内容につい  

ては実習指導医の確認を得ること。また、実習指導医は、診療録及び麻  
酔記録等に実習の内容等について記録することが望ましいこと。  

（5） 実習記録の保管について  

実習生又は実習生が所属する機関は、実習の記録を保管すること。な  

お、保管の期間は5年以上が望ましいこと。  

（6） 実習の中断、中止について  

実習を開始した後も、当該救急救命士に気管挿管を行わせることは不  

適切であると寒習指導医及び施設長が判断した場合は実習を中断または  

中止することができるものであること。  

なお、一度実習が中止された場合で、再度実習を行う場合は、新規と  

して取り扱うこと。  

（7） 実習修了証明書について  

30例以上の成功症例を経験した者について、実習受入施設の長が、  

l
－
「
∵
‖
r
ぃ
ぃ
．
．
一
應
r
ト
H
‘
－
．
．
K
 
 
 

29  



実習修了証明喜を発行すること。実習修了証明喜の書式等については▲、  

都道府県MC協議会又は地域MC協言蓋会と十分協言義を行うこと。  

（8） 契約について  

万】の事故E訴訟発生時を想定し、救急救命士及び研修や具体的指示  

等に協力する医師．、医療機関の法的責任が明確化されるよう◆し適切な契  

約の締結を図ること。  

3 実習及び講習修了者の認定及び登録について   

気管内チエ鯉ブによる気道確保を行う際には、常時オンラインメディカル   

ヨントロ巨疇ルによって、医師の具体的指示を受けることになるので、その円   

滑な運用を図るために、1の講習を修了して、講習修了認定書の交付を受け   

た者及び新試験合格者のうち、2の実習を修了して、実習修了認定書の交付   

を受けた救急救命士を把握する必要がある。   

都道府県MC協言蓑会は、救急救命士の資格を有し、1（了）及び2（ヲ）   
に基づく各々の修了証等によって、上記の把握ができた者に対して、医師の   

具体的指示下での気管内チこL－恥・ブによる気道確保の実施に係る認定証を交付   

し、また、その認定を受けた救急救命士を登録するための名簿を作成、管理   

するとともに、気管内チューブによる気道確保の円滑な運用のために地域M   

C協害毒会と情報を共有すること。  

4 再教育について   

気管内チュmブによる気道確保を行う際に必要な知識、技能を修得し、3   
の認定証を交付された救急救命士に対し、その技術を経緯するために必要な   
再教育を行う≡と。  
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救 彗救命士追加講習力闇葦ニ ヲ血  

（別表）  

気 管 挿 管  

【一般目標（Genera＝nstructiona10bjective）3  

1，救急現場において、病態に適した適切な気道確保法を選択できる能力を身につける0  
2．気道確保法としての気管挿管法を的確かつ安全に施行する能力を身につける。  
3．気管挿管に伴う危険因子を認識し、事故発生時に適切に対処できる能力を身につける0  
4．気管挿管はメディカルコントロール下で行われてい るという事を認識し、責任を持って行動する0  



捌か『倫悪追加講習地相将ニラ嵐  

大項目 l  r 虐、′j  到達目標  

中彗≡≡≡云 
腔 
を説明できる。  

土／止：童：   

病態．   中枢神経系障害、中  
毒、外傷など   

評価と左嬉   

判断   

物除去のプロトコール  

3． 気管挿管法の実際  
管理   

8  

l  

含む）   

答沓崖確保法の各特   
徴、利点、欠点と有用性  

t 盲   

の比較   

γゝ窟沓掃管故に    17）救急救命士による気管   
っいて説明できる（床上など）。  

旧  

挿管法の実際  沓／｛左嬉吸引   

法の実際  塵蓮算沓／√ 弘法   

的確認法と誤挿管の判  ヌV昌昌 

断   CO2検出法等の実際   

10）気管挿菅田難症  卯・‾立廿允難  
、 

も  

の対応   

11）気管挿管による合併症  

毒  

とその対策   （骨軟部組織の損傷な  

管挿管と救急放命士に  ど），＿，．＿，＿沓   
応と禁忌   説明できる0  
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救『救命士退部講習刀り畢こ 苛舶  

倫理   医療倫理の理解  携 ヽ 一ヽ   
2   

の意思確認（インフォー  

医療倫理   
認の方法（インフォーム  

ムドコンセント）   ドコンセント）  確認法を説明できる。  
2  

6．  
の必要性とその方法   

磨磐；蓮茅ノ｛／一三   

活動記録・事後検証票  
／：√   

の記載   の記載  気管挿管を選択した理由等を明確  

に説明できる。  
6  

ラて  

対策   ヽ′■   う  

る法医学と法的知識   る法医学と法的知識   
について説明できる。  

21）誤挿管時の対応   31）誤挿管時の対応   彦嫁姑T、′’A症事故発生       ヌV目挿旨に伴フロ併旺、  
時に現場での適切な対応法を説明  

できる。  

一鮮沓r、’策としての医   22）気管挿管合併症発生時   
の対応   の対応  学的、社会的対応を説明できる・  

虔ぎ沓   

挿管訴訟事例   挿管訴訟事例  事故対策を説明できる。  
▼、る救名救命士の磨管挿  E  

事例   事例   管訴訟事例と事故対策を説明でき  

る。  
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救町懸命士追加講習酎』蒔こ萄ム  




